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​第１章　特別養護老人ホームの整備について​

​１　特別養護老人ホームとは​

​特別養護老人ホームは、老人福祉法に基づく老人福祉施設で、身体上又は精神上の理​

​由により常時介護が必要で、在宅での生活が困難な要介護者（原則、要介護３～５の方​

​が対象）に対し、日常生活上必要なサービスを提供する施設です。​

​２　令和９年度分公募床数​

​全室個室、合計120床分です。​

​⑴　新設​

​ユニット型とし、１施設あたり定員は80～100床とします。　　​

​⑵　増床​

​１施設あたり定員の限度は120床とします。増床に限り、ユニット型だけでなく従​

​来型個室の整備も可能ですが、従来型多床室の整備はできません。​

​また、以下の場合は対象外です。​

​①　ユニット型施設について、１ユニットの定員が15名を超える場合​

​②　運営開始日から３年を経過していない場合​

​③　ショートステイからの転換（稼働中・休廃止中とも）の場合​

​３　特別養護老人ホームの設置主体について​

​特別養護老人ホームの設置主体は、​​既に社会福祉法人であるか、社会福祉法人を設立​

​する者等​​に限定されます。​

​４　整備事業者の選定について​

​⑴　整備事業者については、札幌市社会福祉審議会社会福祉施設等整備審査専門分科会​

​（以下「分科会」という。）において、応募者から提出された計画本書等を審査の上​

​選定します。​

​⑵　選定された事業者は、提出した計画本書の内容を遵守し施設整備を進めていただき​

​ますので、選定後の事業計画の変更は原則認めておりません。変更内容によっては、​

​事業計画の実施が困難とみなし、選定を取消とする場合がありますので、軽微な変更​

​でも必ず札幌市へ事前相談してください。​

​また、計画書等の内容について虚偽等が判明した場合、応募（選定）を無効とする​

​場合がありますので、ご了承願います。​

​これらに伴い損害、費用負担等が発生しても、札幌市は一切の補償等はいたしませ​

​ん。​
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​５　事前相談について​

​事前相談は整備事業者の理事等責任者の方にお越し願います。​​設計業者等関係者の方​

​の同席は構いませんが、​​関係者の方のみの申請案件に係る事前相談は原則としてお受け​

​しません​​のでご協力願います。​

​事前相談については、来庁日時を札幌市介護保険課施設指導係(整備担当：​

​℡011-211-2972)に予約の上、お越し願います。​

​なお、予約がない場合は、相談を受けることができない場合がありますので予めご了​

​承願います。​

​また、よりよい整備計画を提出していただくためにも、事前相談は計画本書提出間近​

​ではなく、余裕を持ってご検討願います。​

​６　令和９年度整備分の事業者選定までのスケジュール​

​時　期​ ​令和９年度整備分​

​R8.5　​ ​公募実施の公表​

​公表後～​ ​事前相談​

​R8.6～7​
​計画概要書の提出（６月26日まで）​

​計画本書の提出（７月31日まで）​

​R8.8～11​ ​事前審査、担当者ヒアリング、役員面接等​

​R8.12​
​分科会における審査（12月中旬）​

​整備事業者の決定（12月下旬）​

​R9.1​ ​設計監理に係る契約、実施設計​

​R9.4～​ ​工事請負に係る契約の準備​

​・整備事業者の決定、分科会等の時期は予定であり、変更となる可能性があります。​

​・事業者決定後の詳しいスケジュールについては、別途説明いたします。​
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​７　計画書の提出について​

​⑴　計画書の提出期限　　　　　　　　　　​​※計画本書の提出には、計画概要書を​

​計画概要書：令和８年６月26日（金）​ ​　　提出していることが前提となります。​

​計画本書：令和８年７月31日（金）　　　※いずれも17時必着（厳守）です。​

​※計画概要書は、持参又は郵送により、紙媒体にてご提出ください（郵送の場合は〆​

​切当日必着）。​

​※​​計画本書提出後の書類の差し替え及び追加提出は認めません。​

​ただし、札幌市が審査にあたって必要と認めた書類を除きます。​

​⑵　計画本書の作成方法​

​ア　計画本書は、別添の様式集及び計画本書添付書類一覧を参考にし、すべてＡ４サ​

​イズで作成してください。Ａ４サイズ以外の書類は、折る、Ａ４サイズの用紙に貼​

​り付けるなどしてください。​

​イ　書類の項目ごとに​​仕切り紙を１枚挿入し、その仕切り紙の右上部分に書類名​

​を記載するとともに、書類番号を表記したインデックスを付けてください。​

​ウ　ア、イの要領で作成した書類を２穴パンチで穴を空けてファイルに綴じ、ファイ​

​ルの表側及び背表紙には、「特別養護老人ホーム公募に係る計画本書　○○会（事​

​業者名）」と記載し、事業者名がわかるようにして提出してください。​

​エ　添付する書類は原本の写しでも構いませんが、原本証明をしてください。​

​オ　札幌市が指定する様式等については、電子データでも提出してください。​

​原則として、電子メールによる提出をお願いいたします。CDやDVDによる提出も​

​可能ですが、​​USBメモリ等のフラッシュメモリによる提出はできません。​

​送信先アドレス：shisetsu.shido@city.sapporo.jp（介護保険課施設指導係）​

​カ　後日、計画書の内容を確認させていただく場合もありますので、提出した計画書​

​の副本も必ずお手元にお持ちください。​

​キ　​​提出された計画書は、返却いたしません。また、計画書の作成に係る費用等はす​

​べて応募者の負担となりますので、予めご了承願います。​

​＜例＞　　　　（ファイル外側）　　　　　　　　　　　　　（ファイル内側）​

​　​
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​第２章　設置者の要件、社会福祉法人設立の準備​

​１　特別養護老人ホームの設置者​

​特別養護老人ホームを設置することができる者は、​​既に社会福祉法人であるか、社会​

​福祉法人を設立する者等​​に限定されます。​

​新しく社会福祉法人を設立して特別養護老人ホームを整備する場合は、札幌市の認可​

​が必要になりますので、札幌市保健福祉局監査指導室監査指導課（℡011-211-2955）に​

​事前にご相談ください。​

​また、「札幌市暴力団の排除推進に関する条例」の施行に伴い、暴力団員による不当​

​な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員​

​又は暴力団関係事業者（暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第２号に​

​規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。）は設置者として認​

​められません。​

​なお、社会福祉法人の設立は、施設整備事務と並行して行う必要があります。​

​２　社会福祉法人としての意思決定過程​

​社会福祉法人（又は設立準備委員会）として、当該整備計画について、理事会等で十​

​分な検討を重ね、適切な運営をすることができる計画を策定してください。意思決定​

​は、理事会に諮り、その過程がわかるよう議事録に残し、一部の役員等だけで計画を策​

​定するといったことが決してないよう留意してください。近年、計画を設計業者等に任​

​せ、事業者自身が施設・設備基準等を理解していない案件も見受けられます。開設後の​

​施設運営に対して、しっかりとした自覚を持ち、計画書を作成してください。​

​３　社会福祉法人制度と設立手続​

​⑴　社会福祉法人制度​

​社会福祉法では、公共性を有する社会福祉事業の安定した実施主体として適するよ​

​う、社会福祉法人に関する設立、組織運営、解散及び合併、助成及び監督等について​

​定めています。​

​⑵　社会福祉法人の設立手続​

​ア　社会福祉法人は、定款を作成し、設立要件を満たした上で、札幌市長の認可を受​

​けて、設立登記することにより成立します。​

​イ　社会福祉法人の役員予定者、資産の贈与予定者等の基本的な事項については​

​社会福祉法人の認可申請を行う上で明らかにする必要があります。​

​ウ　認可申請手続は、社会福祉法人としての理解を深めるため、理事長就任予定者​

​が直接関わることが求められます。​

​※設立準備委員会​

​理事長就任予定者が中心となり、施設整備や契約等の事務及び法人の設立手続を進​
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​めるために設立準備委員会を設立します。設立準備委員会は理事会に準ずるものです​

​から、​​必ず審議内容等を議事録として残し、設立準備委員会名義の通帳を作って事業​

​に関する金銭の出し入れを明確​​にしておく必要があります。​

​４　社会福祉法人の組織・資産等​

​⑴　定款​

​定款は社会福祉法人の規則であり、｢社会福祉法人定款例｣を参考に作成してくださ​

​い。​

​⑵　役員​

​社会福祉法人は、適正な運営を確保する必要があるため、役員に以下の要件を定めて​

​います。​

​＜理事＞​

​ア　社会福祉事業に熱意と理解を有し、実際に法人運営の職責を果たし得る者であ​

​ること​

​イ　理事の定数は６人以上とすること​

​ウ　親族等特殊関係人は、理事の総数のうち、３分の１を超えて含まれてはならな​

​い。ただし、上限は３人である。​

​(注１) ｢親族等特殊関係人｣とは、次のような者であること​

​①　当該理事と以下の関係にある者：配偶者、３親等以内の親族。​

​②　当該理事と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者。​

​③　当該理事に雇用されている者及び当該理事から受ける金銭その他の財産に​

​よって生計を維持している者。​

​④　③の配偶者。​

​⑤　②、③の三親等以内の親族であってこれらの者と生計を一にしている者。​

​⑥　当該理事が役員（業務を執行する社員も含む）となっている他の同一の団体​

​（社会福祉法人を除く。）の役員又は職員(これらの役員又は職員が当該社会福​

​祉法人の理事総数の三分の一を超えて含まれる場合に限る。) 。​

​⑦　次に掲げる同一の団体においてその職員（国会議員及び地方公共団体の議会​

​の議員を除く。）である理事（これらの理事が当該社会福祉法人の理事総数の​

​三分の一を超えて含まれる場合に限る。）。​

​・国の機関、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人又は大学共同利用​

​機関法人、地方独立行政法人、特殊法人又は認可法人​

​エ　社会福祉事業の経営に関する識見を有する者、社会福祉法人が行う事業の区域​

​における福祉に関する実情に通じている者及び施設の管理者を加えること。​

​(注２)​​｢社会福祉事業の経営に関する識見を有する者｣とは、次のような者であ​

​ること​

​①　社会福祉に関する教育を行う者​
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​②　社会福祉に関する研究を行う者​

​③　社会福祉事業又は社会福祉関係の行政に従事した経験を有する者​

​④　公認会計士、税理士、弁護士等専門知識を有する者​

​(注３)​​｢法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者｣とは次​

​のような者であること。​

​①　社会福祉協議会等社会福祉事業を行う団体の役職員​

​②　民生委員・児童委員​

​③　社会福祉に関するボランティア団体、親の会等の民間社会福祉団体の代表者​

​等​

​④　医師、保健師、看護師等保健医療関係者​

​⑤　自治会、町内会、婦人会及び商店会等の役員その他その者の参画により施​

​設運営や在宅福祉事業の円滑な遂行が期待できる者​

​※それぞれの役員が複数名就任することにより、施設の円滑な運営及び施設運​

​営に対する地域の協力や牽制機能がさらに深まり、より望ましいと考えてい​

​ます。​

​＜監事＞​

​ア　当該法人の理事、評議員、職員等と兼任はできないこと。​

​イ　監事の定数は２人以上とすること。​

​ウ　監事のうち、１人は財務管理について識見を有する者とし、１人は社会福祉事​

​業について識見を有する者であること。​

​エ　他の役員と親族等特殊関係人でないこと。​

​オ　公認会計士又は税理士を登用していることが望ましい。​

​(注)「親族等特殊関係人」については、P５（注１）とほぼ同様ですが、詳しい内​

​容については札幌市監査指導室までお問合せ下さい。​

​⑶　評議員会​

​法人には、運営に係る重要事項の議決機関として評議員会を置かなければなりませ​

​ん。評議員会の組織、評議員の要件は以下のとおりです。​

​ア　社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者。​

​イ　理事の員数を超える人数で構成。​

​ウ　理事、監事、法人職員と兼任は不可。​

​エ　各評議員又は各役員の親族等特殊関係人は含まれてはならない。​

​(注)「親族等特殊関係人」については、P５（注１）とほぼ同様ですが、詳しい内容​

​については札幌市監査指導室までお問合せ下さい。​

​⑷　資産​

​ア　法人は、原則として、社会福祉事業を行うために直接必要な物件について、所有​

​権を有していること、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受​

​けていることが必要です。​
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​なお、土地については国若しくは地方公共団体以外の者から貸与を受けても​

​差し支えないこととされていますが、この場合には、事業の存続に必要な期間​

​の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記する必要があります。​

​イ　法人の資産の区分は、基本財産及びその他財産となります。公益事業や収益事業​

​を行う場合には、上記財産と区分しなければなりません。​

​ウ　法人が所有するすべての施設について、その用に供する不動産を基本財産に​

​しなくてはなりません。また、この基本財産は、原則として、所轄庁の承認を得な​

​ければ、処分又は担保に供することはできません。​

​エ　このほか、その他財産として、事業開始２年目の年間事業費の12分の３以上に相​

​当する運転資金（現金、預金等）を有していなければなりません。また、法人設立​

​から施設開設までの必要な法人事務費等についても用意することが必要です。​

​なお、社会福祉法人を設立しようとする場合、運転資金については借入れではな​

​く、寄付により賄われる必要があります。​
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​第３章　補助金について​

​１　整備補助（創設）　​​※補助単価が変更になりました。​

​札幌市では、広域型特別養護老人ホーム及び要配慮者二次避難所用スペースの整備に​

​ついて、それぞれ補助金を交付する予定です。資金計画の作成時は、特別養護老人ホー​

​ムは１床あたり​​4,558千円×定員数​​、要配慮者二次避難所用スペースは30,000千円を上​

​限に補助金を見込んでください。​

​ただし、補助金は札幌市の予算の範囲内で決定されるため、今後の状況によっては、​

​上記補助金額を下回る等、内容が変更となる可能性もあります。​

​※​​補助対象経費として実際に支出する金額が、補助上限金額を下回った場合は、実際に支出する金​

​額が補助金額となります。​

​⑴　補助対象経費​

​施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費（工事施工のため直接​

​必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設​

​計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6％に相当する額を限度額​

​とする）としています。なお、施設整備費のうち次に掲げる費用については補助の対​

​象となりません。​

​ア　土地の買収、又は整地に要する費用​

​イ　既存建物の買収に要する費用​

​ウ　職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用​

​エ　門、構内の雨水排水設備、構内道路等の外構整備に要する費用​

​オ　権利金的な工種　　（例）上下水道や電話加入権等​

​カ　敷地外工事　　　　（例）街路樹などの移設、電柱などの移設等​

​キ　備品　　　　　　　（例）移動可能な厨房機器や物品購入費、その取付費等​

​ク　その他施設整備費として適当と認められない費用​

​※​​特別養護老人ホームに、補助対象とはならない施設や介護保険等の事業所を併設する場合の補助​

​対象経費については、各施設・事業所の専有面積比を求め、上記の対象経費に特別養護老人ホー​

​ムの専有面積（ユニット部分）の比率を乗じて算出します。​

​⑵　交付方法​

​整備に要する期間が原則２～３か年にまたがることから、補助金は年度ごとの出来​

​高割合に応じて交付するものとし、それぞれ札幌市の検査後に交付します。​

​⑶　工期について​

​十分な工事期間の確保に配慮して、令和９年度～令和10年度ないしは令和11年度ま​

​での２～３か年での整備を想定しています。​

​そのため、原則、令和９年度中に工事請負業者を決定の上着工し、令和11年度まで​
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​には認可及び指定を受け、事業を開始できるよう、しゅん工をしてください。​

​また、工事請負業者は​​一般競争入札（札幌市職員が立ち会います）により決定​​いた​

​だく必要があります。​

​２　整備補助（増床）　​​※補助単価が変更になりました。​

​創設と同様の考え方により、１床あたり​​4,558千円×定員数​​により算出した金額を上​

​限に交付を行う予定です。​

​ただし、要配慮者二次避難所用スペースの整備を新たに行う場合の補助制度はありま​

​せん。​

​また、補助金は札幌市の予算の範囲内で決定されるため、今後の状況によっては、上​

​記補助金額を下回る等、内容が変更となる可能性もあります。​

​※​​補助対象経費として実際に支出する金額が、補助上限金額を下回った場合は、実際に支出する金​

​額が補助金額となります。​

​⑴　補助対象経費​

​創設と同様の考え方によります。​

​⑵　​​交付方法​

​年度ごとの出来高割合に応じて交付するものとし、札幌市の検査後に交付します。​

​⑶　工期について​

​原則、令和９年度中に工事請負業者を決定して着工し、令和10年度までに定員変更認​

​可を受け、事業を開始できるよう、しゅん工をしてください。​

​なお、工事規模等によりこれによりがたい場合は、別途ご相談願います。​

​また、工事請負業者は​​一般競争入札（札幌市職員が立ち会います）により決定​​いただ​

​く必要があります。​

​３　開設準備経費​

​創設及び増床に必要な備品や諸経費を対象とした補助金の申請が可能です。整備補助​

​金同様に上限を見込んで資金計画を作成してください。​

​（参考：令和８年度基準額：単価1,036千円×整備を行う定員数）​

​ただし、補助金は予算の範囲内で決定されるため、今後の状況によっては、上記補助​

​金額を下回る等、内容が変更となる可能性もあります。​

​⑴　補助対象経費​

​円滑な開設等に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費（備品購入に伴う工​

​事請負費を含む。）、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託​

​料、工事請負費​

​※リース契約は補助対象外です。​
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​⑵　補助対象期間​

​人件費や賃借料等の月ごとに発生する経費を補助対象経費とする場合は、開設前の​

​６か月間​​かつ​​補助金交付年度に発生した経費が補助対象期間となります。​

​また、備品等の購入を補助対象経費とする場合は、補助金交付年度が補助対象期間​

​となります。​

​なお、原則、事務着手から完了報告、本市からの補助金交付までを単年度で完結さ​

​せる必要がありますので、補助事業活用年度の２月末頃までに納品及び代金の支払い​

​を終わらせることを念頭に準備を進めてください。​

​【補助対象期間の考え方】​ ​補助事業年度（想定）​ ​物品等​ ​人件費等​

​令和10年６月開設の場合​ ​令和９年度事業​
​令和９年４月分～​

​令和10年３月分​

​令和９年12月分～​

​令和10年３月分​

​令和10年12月開設の場合​ ​令和10年度事業​
​令和10年４月分～​

​令和10年11月分​

​令和10年６月分～​

​令和10年11月分​

​※​​補助対象経費として実際に支出する金額が、補助上限金額を下回った場合は、実際に支出する​

​金額が補助金額となります。​
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​第４章　資金計画について​

​１　補助金について​

​整備費補助金及び備品等にかかる補助金については、上限額を見込んで事業計画を作​

​成してください。​

​※上限額を見込んで資金計画は作成いただきますが、​​補助金の交付及び交付額を確約​

​するものではありませんのでご了承願います。​​　​

​２　運転資金の確保について​

​事業開始後、介護報酬が支払われるまで２～３か月程度要するため、運転資金（開設​

​後の人件費や借入金の償還金、備品、光熱水費等の経費３か月分）を確保する必要があ​

​ります。​

​そのため、資金計画を立てる場合は、事業収支予想に基づき年間事業費を算出し、​​年​

​間事業費の12分の３以上の運転資金を確保する必要があります​​。​

​なお、年間事業費を試算する場合、事業を開始する年は開設する月により年間事業費​

​が異なるため、事業開始２年目の事業費でシミュレーションを行ってください。​

​３　融資について​

​資金計画の作成にあたり、​​融資を受ける場合は、原則として、独立行政法人福祉医療​

​機構から融資を受けてください。​

​また、融資の額は、運営に及ぼす影響やホテルコスト低減等の観点から慎重に検討​

​し、極力低額としてください。​

​なお、法人所管庁の承認が必要なく基本財産に担保を設定することができるのは、福​

​祉医療機構からの借入及びこれに係る協調融資のみです。​

​⑴　福祉医療機構の融資（福祉貸付）について​

​特別養護老人ホームの整備費について、福祉医療機構から低利で融資を受けること​

​ができます。この場合の借入金の償還財源については、居住費を優先的に充てること​

​になります。償還期間については30年以内となります。​

​なお、融資にあたっては土地・建物の担保提供（抵当権の第１順位）が必要となり​

​ます。​

​また、福祉医療機構から融資を受けて資金計画を立てる場合は、札幌市へ計画本書​

​を提出する前に福祉医療機構に必ず事前相談し、計画本書提出時にその経過を報告し​

​てください。​

​⑵　福祉医療機構と民間金融機関の協調融資について​

​福祉医療機構から融資限度額を借り入れても、なお資金が不足する場合は、民間金​

​融機関からも融資を受けることができる協調融資制度があります。​
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​協調融資は、福祉医療機構と覚書を締結した民間金融機関が福祉医療機構と共同し​

​て融資を行うものですが、貸付にあたっての審査事項は福祉医療機構と民間金融機関​

​がそれぞれ基準を設けています。詳しくは各金融機関に確認してください。​

​福祉貸付事業（福祉医療機構）​

​http://www.wam.go.jp/hp/cat/fukusikasituke/​

​民間金融機関との協調融資制度のごあんない(福祉医療機構)​

​http://www.wam.go.jp/hp/guide-fukushikashitsuke-private_organization-tabid-1​

​54/​

​４　寄付を受ける場合について​

​　　寄付を受ける場合は、贈与契約書等の寄付者の意思を証明する書類、寄付者及び保証​

​人の印鑑証明書、預金通帳等の寄付する資産を証明する書類を提出してください。​

​　　なお、社会福祉法人に寄付された財産は寄付者に返還することはできません。また、​

​予定していた寄付が実行できない場合（寄付する資産が確認出来ないこと等を含む）、​

​その資金計画は適当とは認められません。​

​５　収支計画について​

​無理のない確実な資金計画及び収支計画を作成してください。自己資金の確保や借入​

​金の償還財源の調達方法等、確実性が認められない場合、適当な資金計画とは認められ​

​ません。​

​また、資金を確保できているか確認するため、法人（寄付者含む）の決算状況、財産​

​保有状況等を確認できる会計書類や残高証明書、​​計画本書の提出期限1か月以内の預金​

​通帳の写し等​​を提出していただきます。預金通帳が複数に分かれている場合は、全て同​

​一日の残高証明書及び通帳の写しを提出してください。​

​また、事業を継続して安定的に運営できるか、利用者に配慮した料金設定であるかを​

​検証するため、収支計画も計画本書提出時にご提出いただきます。収支計画のシミュ​

​レーションを行う場合は、次頁に記載する条件により行ってください。​
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​第５章　土地及び建物に関する留意事項​

​１　土地取得の基本事項について​

​土地は、原則として、自己所有としてください。例外として、借地における整備も認​

​めることとしますが、30年以上の地上権又は賃借権を設定し、登記することが必要とな​

​ります。​

​なお、50年以上の定期借地権を設定した場合、土地所有者に支払われた一時金（賃料​

​の前払金）の一部について予算の範囲内で補助を行う予定ですので、ご相談ください。​

​（令和８年度基準額：「賃料の前払金として支払った一時金」と「整備用地の路線価額​

​の1/2」のうち低い額の1/2）​

​また、土地の選定にあたっては、建ぺい率及び容積率を確認し、施設整備の可能な広​

​さがあることはもちろんのこと、駐車場を十分に確保できる広さがあること、隣接家屋​

​等に対して日照等の問題がないかなど、土地に係る各種利用規制に抵触していないこと​

​も確認してください。​

​２　土地に係る契約について​

​計画本書提出時には、土地の売買契約等を締結する必要はありませんが、売買予約書​

​や賃貸借契約予約書等、計画が選定された場合に土地の確保が証明できる書類及び土地​

​所有者の印鑑証明書（計画本書提出日から３か月以内に発行されたもの）を計画本書と​

​併せて提出してください。また、​​土地が共有名義となっている場合、売買予約書や賃貸​

​借契約予約書等については、全ての所有者等との契約締結が必要となります。​

​なお、土地に抵当権等その活用が妨げられる権利が設定されている場合、土地所有者​

​が計画選定時に当該権利を抹消する旨記載した書類（所有権移転登記確約書等）を、計​

​画本書提出時に提出いただきます。​

​また、契約を法人と理事（理事長が代表を務める関連会社を含む）との間で交わすよ​

​うな利益相反取引の場合には、理事会における承認及び報告が必要となっております。​

​なお、承認時及び報告時において、取引の重要な事実（内容、相手、金額、時期、場所​

​等）を明示することが必要です。​

​３　立地条件について​

​特別養護老人ホームは、地域における福祉拠点としての役割を期待されています。そ​

​のため、市街地から離れた場所への設置ではなく、交通の利便性が高い立地であるほ​

​か、同種施設の偏在を防ぐ観点から、既存施設と一定距離を確保した立地が望ましいと​

​考えます。​

​そのため、原則として市街化調整区域での施設新設は認めておりませんが、地区計画​

​の定めにより、建築可能とされている区域での整備は可能です。​

​４　近隣住民等の理解について​

​15​



​特別養護老人ホームの運営にあたっては、地域の理解と協力が必要不可欠となりま​

​す。したがって、近隣住民等の方々に事前説明を行い、工事や開設後の施設運営につい​

​て十分に理解を得て、施設を円滑に整備・運営できる態勢を整えてください。また、計​

​画が選定されない可能性があることも必ず説明していただくほか、計画が選定されな​

​かった場合においても、事前に周知を行った近隣住民等に対し選定されなかった旨を必​

​ず連絡してください。（Ｐ.27「資料１」参照）​

​５　建物について​

​自己所有が原則となりますが、下記要件をすべて満たす場合は、国及び地方公共団体​

​以外の者からの賃借による整備が可能となる場合があります。詳細はお問い合わせくだ​

​さい。​

​なお、​​建物を賃借により整備を行う場合、建物の整備にかかる補助金は交付されませ​

​ん。​

​⑴　国勢調査における「人口集中地区」区域内での整備であること。​

​⑵　入所施設（社会福祉法（昭和26年法律第45号）第２条第１項に規定する社会福祉事​

​業及び同条第４項に規定する事業のうち、利用者を入所させて保護を行うものに係る​

​施設をいう。以下同じ。）を経営している既設の社会福祉法人であること。​

​⑶　国及び地方公共団体以外の者から貸与を受けている施設の定員の合計数が、当該社​

​会福祉法人が設置する全ての入所施設の定員の合計数（貸与を受けている施設の定員​

​の合計数を含む。）の２分の１を超えないこと。​

​⑷　当該特別養護老人ホームが設置される都道府県（当該都道府県と隣接する都道府県​

​を含む。）において、既に当該社会福祉法人が他の特別養護老人ホームを経営してい​

​ること。​

​⑸　貸与を受けている不動産について、当該特別養護老人ホームを経営する事業の存続​

​に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記すること。この場合に​

​おいて、建物の賃貸借期間は30 年以上とすること。​

​⑹　当該社会福祉法人の経営状況が安定していること。​

​⑺　賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を​

​支​​払​​い​​得​​る​​財​​源​​と​​し​​て​​1,000​ ​万​​円​​以​​上​​に​​相​​当​​す​​る​​資​​産​​（現​​金、​​預​​金​​又​​は​​確​​実​​な​​有​​価​​証​

​券に限る。）が確保されていること。​

​⑻　賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されており、当該社会福祉法人が当​

​該賃借料を長期間にわたって安定的に支払可能であると認められること。​

​６　各種規制について​

​建設計画を立てる際には、関係法令を遵守してください。​

​【土地の利用規制等はこちらを参考にしてください。】​

​○札幌市都市計画情報等閲覧システム（窓口情報システム）​​（閲覧は無料です。）​
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​（札幌市役所本庁舎にある自動検索型の窓口閲覧システムです。用途地域、建築確認等の地図情​

​報を格納したシステムで、タッチパネル式端末の操作により位置確認→情報確認→印刷（有料）が​

​できます。​

​＜設置場所＞​

​札幌市まちづくり政策局都市計画部​ ​　　　市役所本庁舎５階北側​

​札幌市都市局建築指導部管理課​ ​　　　　　〃　　　２階南側​

​○札幌市地図情報サービス​

​都市計画情報やその他の土地利用規制等の情報を取得することができます。​

​http://www.city.sapporo.jp/johoo/it/web_gis/web_gis.html​

​○都市計画・土地利用に関する問合せ先一覧​

​http://www.city.sapporo.jp/keikaku/shiryou/toiawase/​

​○人口集中地区​

​国勢調査の結果により、人口密度が一定以上であること等により設定される地域。​

​詳細については下記ホームページを参照願います。​

​総務省統計局HP内「人口集中地区境界図について」​

​http://www.stat.go.jp/data/chiri/1-3.html​
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​第６章　人員・設備に関する基準​

​特別養護老人ホームは、「札幌市養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営​

​の基準に関する条例」（平成24年12月13日条例第64号）等に基づき、適正な運営や設備及び​

​人員を確保する必要があります。​

​１　人員基準について​

​施設長​ ​１人（常勤　以下のいずれかの要件を満たす必要があります。）​

​ア　社会福祉事業に２年以上従事​

​イ　社会福祉施設長認定講習過程を終了​

​ウ　社会福祉法第19条第１項各号のいずれかに該当​

​医師​ ​入居者の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数​

​生活相談員​ ​１以上（常勤）​

​※社会福祉法第19条第１項各号のいずれかに該当する者又は介護支援専門​

​員若しくは介護福祉士の資格を有する者。​

​介護職員・看護職員​ ​・総数は入居者３に対して常勤換算で１以上、又、入居者数により常勤換​

​算の看護職員が定められています。（入居者が80人の場合、総数は常勤​

​換算で27以上、うち看護職員の常勤換算数は３以上）​

​・看護職員のうち１人は常勤とすること​

​・日中は１ユニットに介護職員又は看護職員を最低１人常時配置すること​

​・夜間は２ユニットに１人職員を配置（同一階とすることが望ましい。）​

​・ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置すること。​

​（開設時にはユニットリーダー研修を受講したユニットリーダーを２人​

​以上配置することとし、研修受講者が配置されていないユニットでは、​

​ユニットにおけるケアに責任をもつ職員を決めることで足りる。）​

​栄養士又は管理栄養士​ ​１以上​

​機能訓練指導員​ ​１以上​

​介護支援専門員​ ​１以上（うち１人以上は常勤とすること）​

​事務員、調理員等​ ​施設の実情に必要な適当数​

​宿直​ ​1以上（基準を超える夜勤職員を配置し、そのうち1人以上が防火管理の担​

​当者と指名されている時間帯を除く）​

​※基準条例の詳細は、以下を確認してください。​

​札幌市ホームページ​

​http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/kijyunnjyourei.html​

​≪介護人材の確保、育成について≫​

​※上記の人員基準のほか、次の事項についても創意工夫し取組むよう努めてください。​

​・｢障害者の雇用の促進等に関する法律｣に基づき、障がい者の雇用を推進すること​

​・一定数の介護未経験者を採用し、OJTや研修等を通じた十分な訓練により、安定した施設運​

​営に貢献する介護人材に育成すること​
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​２　設備基準について​

​＜ユニット＞​

​居室​ ​・1つの居室の定員は1人にすること。ただし、サービスの提供上​

​必要と認められる場合は2人とすることも可能。​

​・居室の床面積は​​10.65㎡以上（内法）​​とすること。​

​・居室内にトイレを設ける時は、その面積を居室面積から除くこ​

​と。​

​・居室内に洗面設備を設ける時は、その面積を居室面積に含むこ​

​と。​

​・ブザーなどの非常用設備を設けること。​

​・窓は、床面積の1/14以上の面積を外気に面して開放できるよう​

​にすること。​

​共同​

​生活室​

​・いずれかのユニットに属し、当該ユニットの入居者が交流し、​

​共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状とする​

​こと。​

​・床面積は​​「２㎡×ユニットの入居定員数」​​以上とすること。​

​・他のユニットの入所者が、当該共同生活室を通過することな​

​く、施設の他の場所に移動することができるようになっている​

​こと。​

​洗面設​

​備​
​・居室ごとか、共同生活室ごとに適当数設けること。​

​トイレ​ ​・居室ごとか共同生活室ごとに適当数設けること。​

​・ブザーなどの非常用設備を整えること。​

​・要介護者が使用するのに適したものにすること。​

​医務室・浴室・調理室・洗濯室又は洗濯場・汚物処理室・介護材料室・事務室その他の​

​運営上必要な設備​

​医務室​ ​・入院設備を要しない診療所として、医療法第１条の５第２項に​

​規定する診療所とし、医療法第７条第１項に基づく許可を得る​

​こと。​

​浴室​ ​・要介護者が使用するのに適したものとすること。（３方向介助​

​可能等）​

​その他​ ​・運営上支障がないよう十分配慮すること。​
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​廊下・階段・その他​

​廊下​ ​・廊下幅は、​​片廊下1.8ｍ以上、中廊下2.7ｍ以上​​とすること。な​

​お、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、職員等の円​

​滑な往来に支障が生じないと認められる場合には1.5ｍ以上（中​

​廊下にあっては1.8ｍ以上）として差し支えない。​

​・廊下幅は内法で測定するものとし、手すりから測定すること。​

​・手すりを設けること。​

​階段等​ ​・居室等が２階以上の階にある場合は、エレベーターを設けるこ​

​と。​

​・居室等が３階以上の階にある場合は、居室等のある３階以上の​

​各階に通ずる特別避難階段を２以上設置すること。​

​(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッ​

​チャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に​

​設ける避難階段を有する場合は、１以上)​

​・手すりを設けること。​

​その他​ ​・廊下、共同生活室、トイレ等必要な場所に常夜灯を設けるこ​

​と。​

​※ 基準、条例の詳細は、Ｐ.25を参照してください。​

​※ 設計にあたっては、「ユニット型施設整備チェックリスト」（Ｐ.33「資料３」）もご参​

​照ください。​

​３　「札幌市福祉のまちづくり条例」に適合した施設とするよう努めること。​

​札幌市福祉のまちづくり条例（平成10年12月15日札幌市条例第47号）​

​http://www.city.sapporo.jp/fukushi/johrei​​/​

​※事前に札幌市都市局建築指導部建築安全推進課へご相談ください。​
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​４　ユニットの配置について​

​ユニット型特別養護老人ホームにおける夜勤職員については、防火安全対策として​​２​

​ユニットごとに常時１人以上配置​​することとされています。そのため、職員配置の効率​

​性から​​同一階に偶数ユニットを設置すること​​が望ましいと考えられます。​

​また、１ユニットの定員数は原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないもの​

​としてください。​​ショートステイの併設を予定している場合は、ショートステイのユ​

​ニットが独立した配置となるようにしてください。​

​＜ユニット型施設の共同生活室と居室のイメージ図＞​

​⑴​​　望ましい例​​　​

​　​

​⑵　望ましくない例（×印の居室は一体的と見ることはできない）​
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​５　要配慮者二次避難所（福祉避難所）用スペースの設置について​

​札幌市では、災害に備え、指定避難所における生活が困難な要配慮者（高齢者、障が​

​い者等）を受け入れ可能な「要配慮者二次避難所（福祉避難所）用スペース」の設置を​

​進めています。​

​※「要配慮者二次避難所（福祉避難所）用スペース」は、平常時は地域との交流拠点と​

​なる地域交流スペースとして活用していただくことを想定しています。​

​⑴　要配慮者二次避難所（福祉避難所）用スペースの主な要件​

​ア　必須要件​

​・面積100㎡以上（内法）の４方向が壁で囲まれたひとつの部屋​

​※災害時に確実かつ効果的に活用するため、耐久性等の観点から、移動間仕切り​

​壁は認めておりません。​

​※下記の任意要件を含めないで、面積100㎡以上（内法）を確保してください。​

​※災害時には札幌市との事前調整を経たのちに、要請に基づいて、二次避難所を​

​開設し、その上で本スペースを活用し要配慮者を受け入れ、日常生活上の支援等​

​を行っていただきます。また、二次避難所の運営に要した費用は後日、施設から​

​の請求にもとづき市が負担します。なお、札幌市ホームページで、二次避難所の​

​設置要綱や、開設の手順や運営のポイント等をまとめたガイドラインや開設の候​

​補となる施設等を公開しておりますので、必ずご確認ください。​

​要配慮者二次避難所（福祉避難所）ホームページ​

​https://www.city.sapporo.jp/hokenfukushi/youhairyosyanijihinanjyo/youhair​

​yosyanijihinanjyo.html​

​要配慮者二次避難所（福祉避難所）に関してご不明な点は、札幌市保健福祉局​

​総務部地域福祉・生活支援課（℡211-2932）までお問い合わせください。​

​イ　任意要件​

​・要配慮者二次避難所（福祉避難所）用スペースに下記設備の併設やバリアフリー​

​設計等を検討してください。​

​（例）​

​○要配慮者が使用可能な多目的トイレ​

​○非常時の際の食料品、水、毛布等を蓄える備蓄倉庫​

​○簡単な調理が可能な設備等​

​⑵​ ​補助金について​

​上記の​​必須要件を満たした場合​​に、整備費補助30,000千円を交付する予定です。​

​ただし、増床に伴って要配慮者二次避難所（福祉避難所）用スペースの設置を新た​

​に行う場合の補助制度はありません。​
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​６　設計時の留意事項​

​⑴　札幌市では、特別養護老人ホームに対し、地域における福祉拠点としての役割を期​

​待しています。したがって、特別養護老人ホームに定期巡回・随時対応型訪問介護看​

​護、看護小規模多機能型居宅介護をはじめとした併設事業所の設置を検討してくださ​

​い。​

​なお、ショートステイを設置する場合については、個室であれば施設類型はユニッ​

​ト型でも従来型でも問題ありません。​

​⑵　介護保険法に基づく居宅サービスを併設する場合は、計画が選定された後に札幌市​

​介護保険課事業者指定担当（​​℡​​011-211-2972）に速やかにご相談ください。​

​⑶　高齢者の特性(寝たきり、車椅子利用、認知症等)に十分配慮した施設・設備として​

​ください。なかでも居室は、ベッドを縦・横どちらにおいても車椅子での通り抜けが​

​可能となるよう検討してください。​

​ユニット型施設の設計にあたっては、「ユニット型施設整備チェックリスト」（Ｐ.​

​33「資料３」）もご参照ください。​

​⑷　建物の配置、構造及び設備は、採光、換気、騒音防止等入居者の保健衛生及び防​

​災、環境保全に十分配慮するほか、感染症対策として食品専用又は汚物専用の動線​

​(ダムウェイター等)を設けるよう検討してください。​

​⑸　職員数に応じた十分な広さの更衣室、休憩室等、職員の福利厚生に配慮した設計、​

​設備としてください。​

​⑹　消防法を遵守した建物であることはもちろんのこと、要介護者の身体的特性をふま​

​えた上で、万が一災害が起こった際にも円滑に避難可能な動線を確保する等、防災面​

​について配慮した設計としてください。特に３階建て以上の施設については、非常電​

​源で作動するエレベーターの設置や、居室から直接避難することができる周辺バルコ​

​ニーの設置、はしご車の車寄せスペースを整えるよう検討してください。また、不測​

​の事態に対応するため、自家発電装置についても整備するよう努めてください。​

​⑺　職員が仕事と子育てを両立できる環境整備にも努めてください。​
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​第７章　共通審査基準​

​札幌市では特別養護老人ホームの事業者について、分科会における以下の「共通審査基​

​準」等に基づいた審査の上、決定しています。​

​＜共通審査基準＞​

​審査項目​ ​共通審査基準​

​１　各種保健福祉計画等と​

​の整合性​

​　各種保健福祉計画等に適合すること。​

​２　設置地域における当該​

​施設の必要性​

​　設置地域における既存施設の分布状況及び利用状況並びに入居​

​希望者の数から、当該施設の設置の必要性が認められること。​

​３　用地の確保状況​ ​　施設用地を自己所有等の方法により確保できること。​

​　また、札幌市の施策上の必要から市有地の貸与を行う場合には​

​市有地貸与の基本方針(平成17年6月22日小澤副市長決裁)の貸与基​

​準に合致すること。​

​４　計画施設の基本プラン​ ​　計画施設の基本プランが、施設種別ごとに国要綱（設備及び運​

​営に関する基準）等で定める最低基準等を満たしているか、満た​

​すことが確実であり、規模･規格等が適切妥当なものであること。​

​※　この項目の評価にあたっては、特に各施設を所管している部​

​長の意見を聞くこと。​

​５　資金計画​ ​　当初自己資金及び借入金償還財源等が寄付等の方法により確​

​保・確約されていること。​

​※　独立行政法人福祉医療機構以外からの融資は、原則として認​

​めない。​

​６　設置主体の事業実績​ ​〔既存法人〕​

​　近年の監査指摘状況で重大な問題がないこと。また、過去の法​

​人運営及び事業運営において重大な法令違反又は悪質な事案があ​

​ると認められ、その結果として行政処分若しくは行政指導を受け​

​ていないこと。ただし、監査指導室長の意見を聞き、著しく改善​

​が図られているものについてはこの限りでない。​

​〔設立希望者〕​

​　札幌市社会福祉法人設立認可審査会の幹事会で認可の方向性が​

​示されていること​

​※　この項目の評価にあたっては、特に監査指導室長等の意見を​

​聞くこと。​

​※　設立代表者が既存社会福祉法人の代表者の場合、原則として​

​新設法人を設立できない。​

​７　設置主体の役員構成​ ​　必要人数、適正な役員構成、特別関係人制限等、「社会福祉法​

​人の設立及び運営に関する要綱」第４に定める法人の組織運営に​

​係る要件を満たしているか、満たすことが確実であること。​

​８　準備状況​ ​　整備計画(主旨･事業内容･資金計画等)について理事会又は設立​

​準備委員会の議決を経ていること。​

​審査基準の適用方法​ ​　上記の各項目を「適」・「不適」の２段階で評価し、１項目で​

​も「不適」があった場合は不可とする。​
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​第８章　各種法令​

​１　関係法令・通知​

​⑴　社会福祉全般、社会福祉法人の設立、社会福祉施設の設置​

​ア　社会福祉法（昭26年法律第45号）​

​イ　社会福祉法施行規則（昭26年厚生省令第28号）​

​⑵　老人福祉関係、老人福祉施設の設置​

​ア　老人福祉法（昭38年法律第133号）​

​イ　老人福祉法施行令（昭38年政令第247号）​

​ウ　老人福祉法施行規則（昭38年厚生省令第28号）​

​エ　特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準​

​（平11年厚生省令第46号）​

​オ　特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について​

​（平12年老発第214号）​

​カ　札幌市養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条​

​例（平24年12月13日条例第64号）​

​⑶　介護保険関係、介護保険事業者の指定​

​ア　介護保険法（平9年法律第123号）​

​イ　介護保険法施行規則（平11年厚生省令第36号）​

​ウ　指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準​

​（平11年厚生省令第39号）​

​エ　指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準​

​(平18年厚生省令第34号)​

​オ　指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準​

​(平11年厚生省令第37号)​

​カ　指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について​

​（平12年老企第43号）​

​キ　指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について​

​(平11年老企第25号)​

​ク　指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準につ​

​いて(平18年老計発第0331004号)​

​ケ　札幌市指定介護老人福祉施設の入所定員、人員、設備及び運営の基準に関する条​

​例（平成24年12月13日条例第67号）​

​コ　札幌市指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び​

​運営の基準等に関する条例(平成25年2月26日条例第8号)​

​サ　札幌市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人​

​員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年２月26日条例第9号)​

​シ　札幌市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例​

​(平成26年10月3日条例第55号)​
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​手続の日程等​ ​具体的な対応​

​計画本書提出時​

​（７月31日）まで​
​１　町内会長等近隣住民の代表者との面談を通して、施設の整備にあ​

​たり、問題のない候補地であることを確認する。​

​※面談の日時、概要がわかる記録を提出すること。なお、説明会を​

​実施した場合には議事録も合わせて提出願います。​

​２　近隣住民に建設申請地であることを、戸別訪問やチラシの配布、​

​町内回覧等の方法で周知を行い、建設の可否に関わるような反対運​

​動等の動向がないことを確認すること。​

​　　​​なお、近隣住民から建設の可否に関わる反対運動等があった場合​

​には、適宜、札幌市に対し、交渉状況等の経過について報告するこ​

​と。​

​※配布した広宣物等を、配布等を行った日時、地域のわかる住宅地​

​図等の資料を添えて提出する。​

​　　また、この場合の近隣住民とは、下記のとおりとする。​

​近接住民​ ​・敷地境界線からの水平距離が10ｍ未満の範囲​

​内にある土地を所有する者又はその敷地にある​

​建物を所有し、若しくは占有する者​

​周辺住民​ ​・敷地境界線からの水平距離が建物の高さの２​

​倍の範囲内に土地を所有し、若しくは占有する​

​者又はその敷地にある建物を所有し、若しくは​

​占有する者​

​・テレビ電波受信障害の影響を受けるおそれが​

​あると認められる者​

​※​​敷地境界線​

​・当該建築物の敷地境界線​

​・その敷地が前面道路に接する場合は、当該道路の中心線​

​※上記の取扱いは、最低限の範囲を示したものであり、特に各整備予定地の立地状況等に​

​より適切にご判断ください。例えば、整備予定地周辺に学校や保育施設がある等、特に周​

​知が必要と考えられる地域住民等がいると認められる場合は、丁寧な周知を行ってくださ​

​い。​

​※​​周知時には、計画が選定されない可能性があることを必ず伝える​​ほか、計画が選定され​

​なかった場合においても、事前に周知を行った近隣住民等に対し選定されなかった旨連絡​

​してください。​
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​【整備地域の指定】​

​A1）指定はありませんが、公募数を上回る応募があった場合、設置地域における既存施​

​設の分布状況などの観点も審査項目のひとつとなります。​

​市街化調整区域における施設新設は、地区計画により整備可能である地域のみ可能​

​としております。​

​　　​

​【設　計】​

​A2）法定事項を遵守することはいうまでもありませんが、計画地によっては様々な規制​

​がある場合がありますので十分注意してください。特に、建ぺい率・容積率等建築上​

​の規制等には十分注意するとともに、近隣住民等に配慮し日陰、騒音、視線等にも十​

​分配慮してください。​

​なお、高齢者への配慮という観点から、以下の点に注意した設計としていただくほ​

​か、​​「ユ​​ニッ​​ト​​型​​施​​設​​整​​備​​チェッ​​ク​​リ​​ス​​ト」​​（Ｐ.​​33​ ​資​​料​​３）​​も​​併​​せ​​て​​ご​​参​​照​​く​​だ​​さ​

​い。​

​＜配慮すべき観点＞​

​①高齢者の特性（身体機能の低下）​

​②利用者にあった個別ケアの重視​

​③事故防止（転倒防止、利用者の外出の目配り等）​

​④利用者のプライバシー​

​⑤職員の動線​

​⑥災害時の対応​

​＜具体例＞​

​・廊下幅​

​・出入口の幅​

​・トイレ、浴室の位置、個数、広さ、構造​

​・介護職員室や事務室の位置​

​・入居者に適した冷暖房、床・壁材、手すり等​

​・介護材料室や倉庫などの位置、収納量​

​・利用者の居住環境（北側の居室を避ける等）​

​・災害時の避難動線の確保・非常電源で作動するエレベーター、周辺バルコニーの設置、​

​はしご車の車寄せスペース等​
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​【要配慮者二次避難所用スペース】​

​A3）要配慮者二次避難所用スペースは、災害時に確実かつ効果的に活用するため、耐久性​

​等の観点から４方向が壁で囲まれた独立したひとつの部屋であることを条件としていま​

​す。​

​したがって、要配慮者二次避難所用スペースがデイサービス等と連続して配置されてい​

​る場合は、独立したひとつの部屋ではないため、補助対象となる要配慮者二次避難所用ス​

​ペースとは認められません。​

​A4）平常時は、地域の方との交流拠点等に利用していただくことを想定しており、老人福​

​祉法や介護保険法で規定されるサービスを提供するスペースとしての利用はできません。​

​A5）基準上、要配慮者二次避難所用スペースは、必ず設けなければならないものではあり​

​ませんが、札幌市では災害対策の一環として積極的に整備を進めていただきたいと考えて​

​おり、審査においても一定の評価をさせていただきます。​

​【近隣住民等の理解】​

​A6）本書Ｐ.27（資料１）をご参照ください。​

​【土地の確保】​

​A7）計画本書提出時においては、土地の確保が証明できる書類のほか、土地所有者の印鑑​

​証明書（計画本書提出日から３か月以内に発行されたもの）を提出して頂ければ良く、実​

​際に土地を取得する必要はありません。また、贈与により土地を確保する場合、賃貸借契​

​約を締結する場合等、土地確保の方法によって、提出する書類が異なりますので、様式集​

​の「添付書類一覧表」で確認してください。​

​なお、土地の所有者等が複数存在する場合は、全ての所有者等との契約締結が必要で​

​す。​
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​【土　地：抵当権等】​

​A8）事業を計画している土地については、所有権の他に抵当権等第三者の権利が設定され​

​ていないか、登記簿等により確認してください。計画本書提出期限において抵当権等が設​

​定されている場合、計画が選定された時点で当該権利が抹消されることを確認できること​

​が施設建設予定地の基本条件になります。​

​なお、確実に土地を確保することが必要となりますので、登記簿上の抵当権等の確認だ​

​けではなく、未登記物件がないこと及び事実上の占有状況が発生していないか等現地確認​

​の必要があります。市の現地確認により、こういった状況があった場合には施設建設予定​

​地とは認められず、計画を選定することはできません。​

​【自己資金】​

​A9）自己資金は、申請段階で確実に支払可能な資金を有していることが必要となります。​

​したがって、証明書類は計画本書の提出期限１か月以内の預金通帳の写し及び残高証明書​

​を提出していただきます。​

​なお、預金通帳が複数に分かれている場合は、全て同一日の残高証明書を提出願いま​

​す。​

​【運転資金】​

​A10）運転資金は、施設運営にあたって直ちに必要な資金のほか、介護報酬が開設後すぐ​

​に入金されないため、開設後の人件費等３か月分が必要となります。​

​また、年間事業費を試算する場合は、開設月により年間事業費が異なるため、事業開始​

​２年目の事業費でシミュレーションすることとします（借入の返済金を含む）。​

​【寄付金】​

​A11）寄付金を見込む場合、寄付予定者は寄付金相当額の資産（預金残高）を有すること​

​が前提となります。また、寄付の確実な履行のため、保証人についても同様の資産を有す​

​ることが必要になります。​

​なお、寄付の確実性等を確認するため、寄付予定者と保証人の両者についてその資産を​

​有していることを証明する書類及び印鑑証明書（計画本書提出日から３か月以内に発行さ​

​れたもの）」を提出いただきます。​
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​【併設事業：ショートステイ】​

​A12） ショートステイのユニットは、ショートステイ単独のユニットとしてください。​

​【補助金：計画本書への記入】​

​A13）補助金の活用を予定している場合は、本書Ｐ．９・10にある金額を上限に予定金額​

​を記入ください。ただし、札幌市の予算の確定金額を補助することとなりますので、札幌​

​市から補助金が得られない場合に自主財源となっても整備可能かどうか十分ご検討くださ​

​い。​

​【入札】​

​A14）一般競争入札で行ってください。​

​【建築後の確認事項】​

​A15）揮発性有機化合物６物質（ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロ​

​ベンゼン、エチルベンゼン、スチレン）等については、「札幌市公共建築物シックハウス​

​対策指針」に準じた対応をしてください。​

​・「札幌市公共建築物シックハウス対策指針」​

​https://www.city.sapporo.jp/toshi/kenchiku/sickhouse_anzen/index.html​

​○「札幌市公共建築物シックハウス対策指針」の詳細に関するお問い合わせ​

​札幌市都市局建築部建築保全課　札幌市役所本庁舎9階  電話番号：011-211-2816​

​【書類提出後】​

​A16）​​計画本書提出後の書類の差し替え及び追加提出は認めません。​​ただし、札幌市が審​

​査にあたって必要と認めた書類を除きます。​
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​【事業者選定後】​

​A17）選定された後に計画本書の内容通り計画を進めていただくことについて確約書を提​

​出いただきますので、選定後の事業計画内容の変更は原則認めておりません。​

​また、変更内容によっては、事業計画の実施が困難とみなし、選定を取消としますの​

​で、軽微な変更でも必ず札幌市へ事前相談してください。取消に伴い損害、費用負担等​

​が発生しても、札幌市は一切の補償等はいたしません。​

​【資金計画】​

​A18）本書Ｐ.14の条件で試算してください。​

​【同一法人内で他の施設整備計画（保育園等）がある場合について】​

​A19）他の施設整備計画の内容（施設種別・工期・資金計画等）についても確認させてい​

​ただく必要があります。​

​また、他の計画が選定された場合に対応できる自己資金の確保及び融資の確約を得な​

​ければ、計画を選定することはできませんので注意してください。​

​【同一法人における介護保険施設の複数応募について】​

​A20）よりきめ細やかな事業計画の提案と、計画を確実に実行していただくため、１法人​

​が応募できる計画は１計画に限るものとします。​

​【役員面接】​

​A21)出席者につきましては、施設整備計画に対する法人としての考えを確認させて頂きま​

​すので、理事長又は施設整備担当理事の方どちらかを含む、法人理事の方が出席願いま​

​す。なお、出席者は最大２名としております。​
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​ユ ニ ッ ト 型 施 設 整 備 チ ェ ッ ク リ ス ト​

​国立保健医療科学院ユニットケアに関する研修資料（抜粋）※一部編集​

​１．職員配置を踏まえたユニット構成であること​
​　　​

​　　１.​ ​ユニット定員数​

​　　２.​ ​ユニット数​

​　　３．​ ​ユニットとユニットの位置関係​

​　　４.​ ​ショートステイとユニット​

​２．諸室の分散と集中が適切になされ、かつ暮らしの場となっているこ​

​と​

​　　 ・利用者の基本的な生活がユニットで完結すること​

​　　 ・ユニット職員の動線が概ねユニットで完結すること​

​　　１－５.​​居室​

​　　６－８.​​トイレ​

​　　９－12.​​共同生活室（キッチン・備品・ユニット玄関）​

​　　13－15.​​浴室​

​　　16.​ ​洗濯室​

​　　17.​ ​汚物処理室​

​　　18.​ ​寮母室(記録スペース、看護拠点)​

​３．他のユニットや地域とのかかわりがあること​

​　　１.​ ​セミパブリックスペース及びパブリックスペース​

​４．そのほか​

​　　１．​ ​廊下​

​　　２.​ ​床​
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​１．職員配置を踏まえたユニット構成であること​

​１​ ​　ユニット定員数​

​具体的なチェックポイント​

​・適切なユニット定員数となっている​

​考え方​

​・基準「１ユニットの入居定員は原則としておおむね10人以下とし、15人を超えていな​

​い」​

​・ユニットで職員を固定配置するので、ユニット定員数が小さいとシフトが組めず好ま​

​しくない​

​２​ ​　ユニット数​

​具体的なチェックポイント​

​・夜勤体制を想定したユニット数になっている​

​考え方​

​・基準「夜勤の職員配置は２ユニットで１人以上」​

​・上下にまたがるユニットを１人の夜勤者で対応することは好ましくない​

​・よってユニット数は偶数ユニット、かつフロアのユニット数が偶数ユニットであるこ​

​とが好ましい​
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​３​ ​　ユニットとユニットの位置関係​

​具体的なチェックポイント​

​・ユニットの独立性が適度に保たれている​

​考え方​

​・基準「他のユニット入居者が当該共同生活室を通過することなく、施設の他の場所に​

​移動することができるようになっている」（いわゆる　共同生活室の通り抜けの禁止）​

​・隣合うユニットの食堂を可動間仕切りで仕切るなどは落ち着きがなく好ましくない​

​・一方で、夜勤を組む２ユニットは近接させた上で、職員動線に配慮する​

​４​ ​　ショートステイとユニット​

​具体的なチェックポイント​

​・ショートステイの特性に応じたユニット構成となっている​

​考え方​

​・基準「ショートステイは単独ユニットとする」（空床利用ショートはこの限りではな​

​い）​

​・よって、単独ユニットでの運営が可能なショートステイ定員数とする​
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​２．諸室の分散と集中が適切になされ、かつ暮らしの場となっているこ​

​と​

​　　 ・利用者の基本的な生活がユニットで完結すること​

​　　 ・ユニット職員の動線が概ねユニットで完結すること​

​１​ ​　居室​

​具体的なチェックポイント​

​・適切な広さを備えている​

​・奥行きと幅が適切なプロポーションとなっている​

​考え方​

​・基準「一人あたり10.65㎡以上　二人部屋は21.3㎡以上（内法）」​

​・居室の幅が極端に狭いと、空間の使い勝手が悪くなる。具体的には、​

​　※ベッド両側から介助への配慮が必要。この場合、ベッドの反対側に職員がいくこと​

​ができる幅が必要​

​　※両側介助ができ、かつ車椅子で入り口奥側に到達するためには、ベッドと壁の間に​

​幅850mmが必要​

​　※車椅子の回転直径として、1500mmが必要​

​・なお、建築図面は内法でなく壁心で寸法を記載するので、3000mmでも、内法3000mmで​

​はない​

​・重度者の優先入所により夫婦入居は減っているので、個室を基本とする​

​２​ ​　​​居室​

​具体的なチェックポイント​

​・適切な洗面台がある​

​考え方​

​・基準「居室ごとに設けるか、又は共同生活室に適当数を設ける」​

​・居室には洗面台を設けることが望ましい​

​・「整容」と「流し」の双方の機能が設けられ、物を置いたり、収納できるスペースが​

​必要である​

​・車椅子での利用を想定した高さや形状であることを確認する​
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​３​ ​　​​居室​

​具体的なチェックポイント​

​・鍵をかけることができる​

​考え方​

​・鍵を設けることが望ましい​

​・就寝時、外出時、入院時に鍵をかけたいというニーズや、認知症の方の誤入室を防ぐ​

​目的がある​

​・ただし、安全上、マスターキーは必要である​

​・鍵は、車椅子でかけられる高さに設置する​

​４​ ​　​​居室​

​具体的なチェックポイント​

​・家具を持ち込むことができる​

​・持ち込んだ家具や物品を利用するための建築的・設備的配慮がなされている​

​考え方​

​・持ち込みしやすいように、造りつけの家具や収納などは最低限とする​

​・家具などを用意する場合は、造りつけではなく撤去可能なものとする​

​・ショートステイは、施設側で家具を用意して構わない​

​５​ ​　​​居室​

​具体的なチェックポイント​

​・居室入り口まわりが身体機能や認知力の低下に配慮されている​

​考え方​

​・扉は引き戸とし、入口まわりの壁に縦手すりを設ける​

​・動く扉側には、扉を開けるための溝や小さな手すりを設ける​

​・表札や小物を置いたりできるしつらえは有効である​
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​６​ ​　​​トイレ（共通）​

​具体的なチェックポイント​

​・排泄の自立を促しやすい便器と手すりとなっている​

​・掃除しやすい床材が選定されている​

​考え方​

​・便器の高さを確認する​

​・手すりを設ける​

​・床は乾式とする​

​７​ ​　​​トイレ（居室に設ける場合）​

​具体的なチェックポイント​

​・プライバシーと尊厳に配慮した扉となっている​

​・共同生活室には共用のトイレを設けることを検討する​

​考え方​

​・居室内だからといって入口をカーテンとすることは好ましくない（安全上も問題であ​

​る）​

​・面積上、扉を閉めて使えない広さでも差し支えないが、その場合は入り口との位置関​

​係に配慮する​

​８​ ​　​​トイレ（居室に設けない場合）​

​具体的なチェックポイント​

​・ユニット定員10人に対して３つ以上のトイレが分散配置されている​

​考え方​

​・排泄の時間は重なりやすく、居室からの距離を考慮すると、10人ユニットで３つ分散​

​配置が必要​

​・車椅子で中に入って扉を閉められることが必要である​

​・扉と便器の向きに留意が必要である​
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​９​ ​　​​共同生活室​

​具体的なチェックポイント​

​・適切な広さを備えている​

​・食事スペースに加えてリビングスペースが整備されている​

​・居心地のよい空間となっている​

​（隣接・近接の解釈を正しく理解している）​

​考え方​

​・食事スペースとリビングスペースの双方が用意されていることが望ましい​

​・面積に余裕がない場合は、食事スペースの一角にソファなどを置いて計画する​

​・多くの面積をあてられる場合、空間を分節化して計画することが望ましい​

​・上記以外にもユニット内に居場所となりうるコーナーなどを設けることは望ましい​

​・背中合わせの二つのユニットの食堂を一体的に利用する計画は好ましくない​

​・光が差し込まない暗い位置でないことを確認する​

​・戸外空間があることが望ましい​

​・居室と共同生活室の位置関係は基準を遵守した上で、共同生活室の落ち着きを確保す​

​る​

​・基準「居室は当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けられている」​

​　ア）　共同生活室に隣接している居室​

​　イ）　ア）の居室と隣接している居室​

​　ウ）　その他共同生活室に近接して一体的に設けられている居室​

​10​ ​　​​共同生活室（キッチン）​

​具体的なチェックポイント​

​・煮炊きができるキッチンとなっている​

​・食器棚や冷蔵庫などを置くスペースが用意されている​

​・利用者が参加できるキッチンとなっている​

​考え方​

​・煮炊きができるキッチンとなっている（簡易キッチンは×）​

​・食器棚、食洗機、冷蔵庫、炊飯器、トースターなどの利用が想定されている​

​・盛り付けをすることが想定されている​

​・利用者が参加できるような車椅子用の流しや洗面がある​
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​11​ ​　​​共同生活室（備品）​

​具体的なチェックポイント​

​・身体機能の低下に配慮された椅子やテーブルが選定されている​

​考え方​

​・椅子は前傾姿勢でかかとがつく程度の座面高さとする​

​・椅子にあわせたテーブルの高さとする​

​・利用者の身体寸法は様々なので複数のタイプの椅子を用意する​

​12​ ​　​​共同生活室（ユニット玄関）​

​具体的なチェックポイント​

​・ユニットの入り口が玄関らしいしつらえとなっている​

​考え方​

​・ユニット玄関を設ける​

​・他のユニットの利用者が訪れやすいしつらえとする​

​13​ ​　​​浴室​

​具体的なチェックポイント​

​・浴室の分散と集約が適切である​

​考え方​

​・個別浴槽をユニット毎もしくは２ユニット毎に設ける​

​・臥位機械浴槽は施設全体もしくはフロア単位で設ける​

​・リフト付き個別浴槽、座位式機械浴槽はこの中間の分散程度となる​

​・多人数用の一般浴槽は特養部分に設ける必要性はない​
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​14​ ​　​​浴室​

​具体的なチェックポイント​

​・身体機能の低下に配慮した個別浴槽となっている​

​考え方​

​・３方向から介助が行えることが望ましい、難しい場合でも２方向介助は確保したい​

​・浴槽の幅、奥行き、深さが身体寸法に適している​

​・リフト付きのユニットバスを代案として用いても構わない​

​15​ ​　​​浴室​

​具体的なチェックポイント​

​・マンツーマン入浴に対応した計画となっている​

​考え方​

​・浴室や脱衣室には利用者１人とその介助者だけなので従来のような広い脱衣スペース​

​は不要​

​・浴室に複数の浴槽を設置する場合、壁で仕切る、浴室内の利用者は一人とする、など​

​に配慮​

​16​ ​　​​洗濯室​

​具体的なチェックポイント​

​・利用者の衣服やタオルなどのための洗濯機がユニット単位で計画されている​

​・汚物用の洗濯機が職員動線を踏まえて計画されている​

​考え方​

​・利用者の衣類やタオル、汚物関係はそれぞれ別の洗濯機で洗濯する​

​・利用者の衣服やタオル用の洗濯機はユニット単位（２ユニット単位）で設けることが​

​望ましい​

​　浴室付近に設けることが多いが、ユニット内であればそれ以外でも構わない​

​　ユニット内に戸外空間があれば、そこで干す​
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​17​ ​　​​汚物処理室​

​具体的なチェックポイント​

​・汚物処理室がユニット単位（場合によっては２ユニット単位、フロア単位）で計画さ​

​れている​

​考え方​

​・ユニット単位で職員が固定配置されるため、汚物処理室もユニット単位で設けること​

​が望ましい​

​・場合によっては２ユニット単位で設ける場合もある​

​・いずれにせよ、居住フロアが複数にまたがっている場合には最低でもフロア単位で必​

​要である​

​18​ ​　​​寮母室（記録スペース、看護拠点）​

​具体的なチェックポイント​

​・ユニット内に個人情報保護に配慮した上で記録ができるスペースを設ける​

​考え方​

​・ユニット単位で職員が固定配置されるため、利用者の情報は各ユニットで管理される​

​・記録はユニット単位となるので、個人情報保護に配慮した上記録スペースを設ける​

​・食堂の一角に記録コーナーを設けるケースが多い​

​・２ユニットでそのようなスペースを計画することがある​

​・従来型の寮母室は不要だが、職員の休憩スペースは別途必要となる​

​・看護の拠点は、看護諸物品の管理を含め、従来どおり必要である​
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​３．他のユニットや地域とのかかわりがあること​

​１​ ​　​​セミパブリックスペース及びパブリックスペース​

​具体的なチェックポイント​

​・ユニットのあるフロアにユニットを超えて交流できるスペースが確保されている​

​・地域を感じることができるスペースが確保されている​

​考え方​

​・セミパブリックスペースとはユニットを超えて利用者の交流を促すスペース​

​・利用者の趣味活動、おしゃべり、一人で過ごすことなどを想定している​

​・パブリックスペースとは地域を感じることができ、地域の人を呼び込むスペース​

​・喫茶、売店、魅力ある中庭、図書室などが計画されることが多い​

​・パブリックスペースとセミパブリックスペースは共有されていても構わない​

​・場の使われ方がイメージできることが大切である​

​・ホールのように広い空間である必要はない​
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​４．そのほか​

​１​ ​　廊下​

​具体的なチェックポイント​

​・廊下の幅が適切である​

​考え方​

​・個別ケアにより、多くの利用者が一度に廊下を行き来することは少なくなっている​

​・よって、広すぎる廊下とする必要はない​

​・基準「中廊下2.7m、片廊下1.8m以上。入居者、アルコーブなどを設けて職員などの円​

​滑な往来に支障が生じない場合は中廊下1.8m、片廊下1.5m以上で差し支えない（手すり​

​内法）」​

​２​ ​　床​

​具体的なチェックポイント​

​・床が転倒防止や職員の腰痛負担の軽減に配慮されている​

​考え方​

​・安全上、転倒しても大事に至らない建築的配慮が必要である​

​・併せて、職員の腰痛負担を軽減することが必要である​

​・以上のことから二重床、浮床が望ましいが、建設費用との兼ね合いから厚みのあるラ​

​バークッションを用いた床などもある​

​・ユニット空間のみそのような配慮をする場合がある​
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​札幌市内の特別養護老人ホームの区別整備率について​

​※整備率の高い区から順に示しています。​

​第１位​ ​清田区​

​第２位​ ​豊平区​

​第３位​ ​厚別区​

​第４位​ ​南　区​

​第５位​ ​中央区​

​第６位​ ​手稲区​

​第７位​ ​東　区​

​第８位​ ​北　区​

​第９位​ ​西　区​

​第10位​ ​白石区​

​（令和８年４月１日現在）​

​・整備率は、各区の入所定員数の合計を4月1日現在の高齢者人口（65歳以上、住民基本台帳ベース）で除したも​

​の。​

​・定員数は、2026年度工事着工分までの案件を含んでいる。​
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​区​ ​施　設　名​ ​所  在  地​ ​電　 話​ ​定員​

​中​

​央​

​慈啓会特別養護老人ホーム​​※1​ ​旭ケ丘5丁目6－51​ ​561-8291​ ​150​

​西円山敬樹園​ ​円山西町4丁目3－20​ ​631-1021​ ​123​

​たんぽぽの丘​ ​南8条西26丁目1-2​ ​531-5000​ ​80​

​信寿園​ ​南8条西10丁目1035－5​ ​552-3003​ ​22​

​ラスール苗穂​ ​北2条東19丁目11-2​ ​206-7677​ ​88​

​札幌こもれびの家​ ​南25条西11丁目1‐40​ ​520-0011​ ​80​

​あすかHOUSE中央​ ​南3条西14丁目1-1​ ​209-8001​ ​80​

​ラスール苗穂リバーサイド​ ​北１条東19丁目６番地３​ ​206-7007​ ​110​

​ラスール苗穂ウエストサイド​ ​北１条東19丁目６番地３​ ​206-7154​ ​100​

​小計　　　　　　９施設​ ​　​ ​833​

​北​

​福寿園​ ​東茨戸2条2丁目8-21​ ​772-7181​ ​122​

​オニオンコート​ ​百合が原11丁目185-13​ ​774-2133​ ​83​

​新川エバ－ライフ​ ​新川715-2​ ​764-3663​ ​64​

​グリーンピア篠路​ ​篠路2条9丁目1-80​ ​770-2121​ ​83​

​清香園​ ​新琴似1条3丁目3-6​ ​769-8520​ ​80​

​清明庵​ ​屯田9条3丁目3-30​ ​774-9277​ ​80​

​白ゆり南あいの里​ ​南あいの里5丁目4-1​ ​778-5555​ ​29​

​白ゆりあいの里​ ​あいの里3条8丁目14-1​ ​770-5880​ ​80​

​ら・せれな​ ​百合が原３丁目1-1​ ​702-1152​ ​80​

​七色の風​ ​屯田9条9丁目5-15​ ​775-7160​ ​80​

​しのろ三清荘​ ​篠路5条8丁目2-8​ ​214-1241​ ​80​

​あいの郷​ ​あいの里1条6丁目1番25号​ ​790-6677​ ​100​

​小計　　　　　　12施設​ ​　​ ​961​

​東​

​大友恵愛園​​※1​ ​北17条東5丁目2-5​ ​751-1731​ ​200​

​セボラ・コリーナ​ ​北42条東19丁目1-10​ ​784-0433​ ​80​

​藤苑​ ​伏古7条3丁目1－33​ ​781-2400​ ​80​

​フローラルさつなえ​ ​東苗穂1条3丁目2-16​ ​780-6141​ ​80​

​ウィズ東苗穂​ ​東苗穂町1089-1​ ​789-3001​ ​80​

​栄町​ ​北47条東17丁目1-1​ ​789-1152​ ​29​

​ひかりの​ ​東雁来12条4丁目1-15​ ​790-1400​ ​80​

​モエレの里​ ​東雁来11条3丁目2-15​ ​792-1666​ ​80​

​神遊​ ​北39条東1丁目2-21​ ​733-1010​ ​90​

​仮称）札幌東陽光園​ ​北45条東14丁目​ ​未定​ ​100​

​小計　　　　　　10施設​ ​　​ ​899​
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​白​

​　​

​石​

​きさく苑​ ​川下2128-2​ ​875-8838​ ​84​

​平成苑​ ​菊水元町8条2丁目7-15​ ​879-6666​ ​80​

​ルミエール​ ​東札幌1条3丁目1-1​ ​825-2555​ ​83​

​菊水こまちの郷​ ​菊水上町4条3丁目94－64​ ​811-8110​ ​29​

​白石ポプラ園​ ​中央1条4丁目2-6​ ​818-0010​ ​80​

​へいわの郷​ ​平和通1丁目南2-1​ ​867-1555​ ​90​

​ノテきくすいの里​ ​菊水元町4条1丁目1-1​ ​875-6111​ ​80​

​あすかHOUSE白石​ ​中央1条5丁目1番10号​ ​833-5003​ ​80​

​小計　　　　　　８施設​ ​606​

​厚​

​　​

​別​

​かりぷ・あつべつ​ ​厚別中央5条6丁目5－20​ ​896-1165​ ​80​

​厚別栄和荘​ ​厚別町山本750－6​ ​896-2565​ ​104​

​青葉のまち​ ​青葉町15丁目18-1​ ​891-7700​ ​70​

​マリア園​ ​厚別町下野幌49-9​ ​899-4111​ ​29​

​厚別園​ ​厚別東5条3丁目24-9​ ​375-1050​ ​80​

​光生舎ゆいま～る・もみじ台​ ​もみじ台南3丁目4番地-1​ ​899-1600​ ​80​

​サポーティ・もみじ台​ ​もみじ台北6丁目2-5-2​ ​897-8000​ ​80​

​ノテ新さっぽろの里​ ​上野幌1条1丁目2-25​ ​892-2221​ ​80​

​あつべつ南５丁目​ ​厚別南5丁目1-10​ ​375-0526​ ​80​

​小計　　　　　　９施設​ ​　​ ​683​

​豊​

​　​

​平​

​ノテ幸栄の里​ ​月寒東1条13丁目4-58​ ​853-0181​ ​100​

​みどりの丘​ ​西岡5条12丁目1-2​ ​581-3001​ ​63​

​くりのみ​ ​平岸8条12丁目3-20​ ​813-8881​ ​70​

​コスモス苑​ ​月寒東4条10丁目8-30​ ​859-3311​ ​100​

​アビターレナーシングホーム​ ​平岸2条2丁目1-1​ ​821-7000​ ​80​

​ノテつきさっぷの丘​ ​月寒西4条6丁目1－35​ ​853-5515​ ​29​

​月寒あさがおの郷​ ​月寒西1条11丁目2-35​ ​858-3333​ ​84​

​ノテとよひらの里​ ​豊平3条11丁目2-15​ ​820-5200​ ​80​

​アビターレ　アネックス​ ​平岸2条2丁目1-10​ ​821-7000​ ​80​

​羊ヶ丘陽光苑​ ​福住3条9丁目4番32号​ ​858-1155​ ​80​

​ノテ中の島​ ​中の島2条5丁目5番1号​ ​376-5580​ ​100​

​ノテ中の島アネックス​ ​中の島2条5丁目5番2号​ ​598-1662​ ​100​

​仮称）ノテ月寒西​ ​月寒西2条5丁目​ ​未定​ ​100​

​小計　　　　　　13施設​ ​1066​



​※１～従来型とユニット型が併設しており、それぞれ別施設として計上​

​※２～令和８年10月における定員見込数（着工分含む）にて記載。​
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​清​

​　​

​田​

​清幌園​ ​北野7条4丁目8－25​ ​881-7340​ ​110​

​桜テラス平岡​ ​平岡1条2丁目12-11​ ​884-0123​ ​82​

​秀寿園​​※1​ ​真栄395番地1​ ​885-7111​ ​94​

​神愛園清田​ ​清田6条1丁目1－30​ ​886-6800​ ​72​

​ノテふるさと​​※1​ ​真栄434番地6​ ​885-8800​ ​80​

​ひらおか梅花実​ ​平岡3条3丁目1－8​ ​884-8886​ ​80​

​コスモス苑さとづか​ ​里塚2条2丁目3-25​ ​889-1133​ ​29​

​清幌園里塚緑ヶ丘​ ​里塚緑ヶ丘7丁目14-1​ ​887-3555​ ​29​

​ケアタウン美しが丘​ ​真栄3条2丁目23-15​ ​885-7100​ ​80​

​さとづか三清荘​ ​里塚2条5丁目5番27号​ ​887-8830​ ​90​

​北のカミーノ​ ​北野3条3丁目15番地1号​ ​375-8420​ ​100​

​小計　　　　　　11施設​ ​846​

​南​

​和幸園​ ​石山932-3​ ​591-5210​ ​120​

​サン・グレイス​ ​川沿13条3丁目5-1​ ​571-6000​ ​150​

​ドリームハウス​ ​北ノ沢1819番地9​ ​572-2100​ ​90​

​らいらっく​ ​藤野4条4丁目20－30​ ​591-9000​ ​80​

​もなみの里​ ​石山1条1丁目12-15​ ​588-1165​ ​80​

​藤野すずらんの杜​ ​藤野2条12丁目20-1​ ​211-0230​ ​80​

​ノテ石山​ ​石山1条6丁目17番33号​ ​522-7573​ ​100​

​小計　　　　　　７施設​ ​700​

​西​

​手稲リハビリテーションセンター​ ​宮の沢490​ ​663-2931​ ​131​

​五天山園​ ​平和54番地3​ ​667-1133​ ​70​

​西野ケアセンター​ ​西野2条8丁目1-8​ ​669-6660​ ​80​

​さくら苑​ ​発寒17条3丁目4-30​ ​669-7000​ ​100​

​はっさむはる​ ​発寒11条1丁目3-20​ ​662-0001​ ​80​

​八軒ふくろうの森​ ​八軒9条西10丁目1-13​ ​623-1133​ ​29​

​三陽​ ​八軒5条西8丁目5-1​ ​633-0300​ ​80​

​福井園​ ​福井10丁目8番3号​ ​596-0605​ ​80​

​満快のふる郷山の手​ ​山の手3条11丁目2番20号​ ​590-0292​ ​80​

​小計　　　　　　９施設​ ​730​

​手稲​

​神愛園手稲​ ​手稲金山131-4​ ​681-3092​ ​80​

​札幌市稲寿園​ ​曙5条2丁目2－21​ ​682-2160​ ​100​

​愛輪園​ ​西宮の沢4条3丁目3-40​ ​683-5521​ ​80​

​手稲ロータス​ ​稲穂3条6丁目7番5号​ ​685-8181​ ​70​

​ていね大空​ ​曙11条2丁目3－10​ ​684-5839​ ​80​

​幸寿園​ ​手稲本町3条4丁目2-35​ ​691-8833​ ​29​

​手稲つむぎの杜​ ​前田2条10丁目1-7​ ​685-3726​ ​80​

​あすかHOUSE手稲​ ​曙11条1丁目7-7​ ​685-8000​ ​90​

​小計　　　　　　８施設​ ​609​

​合計９９施設​ ​7,933​​※2​


